
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

地

域

森

林

計

画

の

変

更

林

政

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

飼

料

試

験

結

果

の

公

表

畜

産

課

○

都

市

計

画

の

決

定

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

落

札

者

等

の

決

定

用

度

課

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○

第

五

百

十

一

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

海

区

漁

業

調

整

委

員

開

催

会

岡

山

県

公

報

平成２９年１月１７日 第１１８５５号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
梁
川
下
流

、

、

森
林
計
画
区

旭
川
森
林
計
画
区
及
び
吉
井
川
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で

当
該
計
画
書
を
岡
山
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
村
役
場
に
お
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

平成２９年１月１７日　岡山県公報　第１１８５５号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

新
見
川
上
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新
見
市
哲
多
町
矢
戸
字
殿
川
内
家
ノ
前
三
三
二

新

二
四
八
・
八

八
番
二
地
先
か
ら

九
・
〇
～

新
見
市
哲
多
町
矢
戸
字
下
川
内
家
ノ
後
三
二
九

一
四
・
八

八
番
一
地
先
ま
で

新
見
市
哲
多
町
矢
戸
字
殿
川
内
家
ノ
前
三
三
二

旧

二
四
八
・
八

八
番
二
地
先
か
ら

六
・
〇
～

新
見
市
哲
多
町
矢
戸
字
下
川
内
家
ノ
後
三
二
九

一
二
・
〇

八
番
一
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

北
房
井
倉
哲
西
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

平成２９年１月１７日　岡山県公報　第１１８５５号



別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新
見
市
哲
多
町
蚊
家
字
井
手
ノ
平
一
七
七
番
一

新

一
七
八
・
四

地
先
か
ら

八
・
〇
～

新
見
市
哲
多
町
蚊
家
字
畑
口
二
四
六
番
三
地
先

一
七
・
〇

ま
で

新
見
市
哲
多
町
蚊
家
字
井
手
ノ
平
一
七
七
番
一

旧

一
七
八
・
四

地
先
か
ら

四
・
五
～

新
見
市
哲
多
町
蚊
家
字
畑
口
二
四
六
番
三
地
先

一
四
・
六

ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

新
見
川
上
線

新
見
市
哲
多
町
矢
戸
字
殿
川
内
家
ノ
前
三
三
二
八
番

平
成
二
十
九

二
地
先
か
ら

年
一
月
十
七

新
見
市
哲
多
町
矢
戸
字
下
川
内
家
ノ
後
三
二
九
八
番

日

一
地
先
ま
で

北
房
井
倉
哲

新
見
市
哲
多
町
蚊
家
字
井
手
ノ
平
一
七
七
番
一
地
先

西
線

か
ら

新
見
市
哲
多
町
蚊
家
字
畑
口
二
四
六
番
三
地
先
ま
で
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〔
一
〇
〕
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五

号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
十
一
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概

要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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収去場所 飼 料 の 名 称 製造年月 試 験 項 目 違反の有無及び違反の内容製造事業場等の名称及び所在地

小山物産株式会社 同 左 マルコ印 60％飼料用魚粉 平成28年10月 粗たん白質，粗灰分 無
岡山県岡山市北区延友４３６番地１

ゴトウ物産株式会社 同 左 65％ 魚粉 平成28年11月 粗たん白質，粗灰分 無
岡山県倉敷市玉島乙島８２５６番地６９

日本農産工業株式会社水島工場 同 左 ノーサン印子豚人工乳後期用配合飼 平成28年10月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市児島塩生２７６７番地３２ 料 粗灰分，カルシウム，りん，

ウイニーＢ ＴＤＮ

日本農産工業株式会社水島工場 同 左 ノーサン印ブロイラー肥育前期用配 平成28年10月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市児島塩生２７６７番地３２ 合飼料 粗灰分，カルシウム，りん，

ジョイスタークランブル ＭＥ

ＪＡ西日本くみあい飼料株式会社水島工場 同 左 くみあい配合飼料 平成28年11月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目６番地 岡山ＪＣＭ 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

ＪＡ西日本くみあい飼料株式会社水島工場 同 左 くみあい配合飼料 平成28年11月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目６番地 Ｓトラウト15 粗灰分，カルシウム，りん，

ＭＥ

西日本飼料株式会社 同 左 日清丸紅印配合飼料 平成28年11月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目６番地３ しゅとん妊娠期 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

西日本飼料株式会社 同 左 日清丸紅印配合飼料 ブロイラー後 平成28年11月 粗たん白質 粗脂肪 粗繊維 無， ， ，
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目６番地３ 期用 粗灰分，カルシウム，りん，

スーパーフィニッシュ ＭＥ

平成２９年１月１７日　岡山県公報　第１１８５５号



〔
一
一
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
早
島
町
か

ら
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画
（
畑
岡
地
区
地
区
計
画
）

二

都
市
計
画
の
決
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
一
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
早
島
町
建
設
農
林
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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〔
一
二
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

）

、

、

。

政
令
第
三
百
七
十
二
号

に
基
づ
き

特
定
調
達
契
約
に
つ
き

次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し
た

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

五
五
三
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

リ
コ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

岡
山
市
北
区
下
中
野
二
三
六
番
地
の
六

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

三
四

一
三
二

二
六
六
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二

五
二
八

三
一
六
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
四
日
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◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
十
一
回
岡
山
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

日
時

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日
（
金
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

岡
山
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

委
員
会
指
示
に
つ
い
て

第
三
号
議
案

漁
業
許
可
の
有
効
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て

第
四
号
議
案

関
係
各
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
つ
い
て
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